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序章──統治機構の学習のポイント

「はしがき」で述べたように、統治機構論の学習を始めるにあたっては、
条文の意味の理解といった地味な作業を覚悟する必要がある。ただし、学習
のはじめにあたって、統治機構に関する条文群が⚑つの政治的事件において
複雑に絡み合っているのを知ることも、学習への動機づけとなろう。

＊ ＊ ＊
1952年⚘月。内閣総理大臣吉田茂の心中は、穏やかではなかった。1946年

⚔月の戦後第⚑回総選挙後、首相となって以来、既に⚓次にわたって内閣を
組織し、新憲法の制定（1946年）、サンフランシスコ講和条約と日米安全保
障条約の締結（1951年）などの大事業を成し遂げてきたが、このところ与党
自由党内で吉田に対抗する勢力が拡大しつつあったからだ。その中心人物
は、鳩山一郎。戦前は文部大臣まで務めたが、「自由主義的傾向」をもつ滝
川教授の罷免を行った京大滝川事件（1933年）の責任者として占領軍からに
らまれ、戦後第⚑回の総選挙（1946年⚔月）でせっかく当選しながら公職追
放になってしまった。そのとき、鳩山自らが自由党の後を頼んだ結果、首相
の座に就いたのが吉田であった。吉田は、以後、総司令部（GHQ）、そして
アメリカとの良好な関係を基に戦後日本の方向性として対米協調（他人は
「対米従属」と非難するが）路線を確立した。鳩山は、公職追放の間、政権
を一時的に託したつもりの吉田が一向に政権を戻さないことを「裏切り」と
感じており、政界に復帰するや、自由党鳩山派を結成し公然と吉田批判を展
開するようになり、再軍備と憲法改正を唱えて、改進党など他の保守政党と
の提携も探りつつあった。この年の⚔月にサンフランシスコ平和条約が発効
して日本が主権を回復したこともあり、国民の間でもアメリカべったりの吉
田の政策は、次第に人気を失いつつあった。
吉田は、鳩山派がこれ以上勢力を増大させる前に打撃を与えると同時に自

派の勢力を拡大しようと考え、仲間には密かに選挙準備を進めさせたうえで
衆議院を解散することとした。吉田は⚘月26日に、衆議院解散の詔書案と衆
議院議長への伝達案を議決するための閣議を持ち回り閣議の方式で開いた

が、慣行上、内閣の全員一致が原則であるところ、13名の閣僚のうち池田勇
人、佐藤栄作ら側近の大臣数人の署名にとどまった。翌27日、天皇が詔書に
署名し御璽が押捺された後、28日の閣議では全員一致で詔書の即時公布が決
定され、衆議院の解散が衆議院議長に伝達された。
この衆議院の解散は、多くの衆議院議員にとって寝耳に水のことであった

ので、「抜き打ち解散」と呼ばれた。
「抜き打ち解散」を吉田が断行するにあたって障害となったのは、1948年
12月に行われた新憲法施行後第⚑回の衆議院解散の先例であった。当時、少
数与党のため難しい政権運営を強いられていた吉田は、早期の衆議院解散の
可能性を探っていたが、野党と総司令部（GHQ）が衆議院の解散は内閣不
信任案が決議された場合（憲法69条）に限られるとの解釈を盾に抵抗したた
め、やむなく与野党合意のうえで、与党議員の一部が欠席し、野党提出の内
閣不信任決議可決という形で衆議院を解散した（「馴れ合い解散」と呼ばれ
る）。
吉田は、「馴れ合い解散」時から、内閣不信任案可決の場合以外にも、憲

法⚗条⚓号を根拠に、天皇の国事行為に対する内閣の「助言と承認」権限に
基づいて、内閣自らの判断による衆議院解散もありうるとの立場（「⚗条解
散」と呼ばれる）をとっており、主権回復後、「抜き打ち解散」によってそ
れを初めて実地に活かした。
他方、「抜き打ち解散」で衆議院議員としての職を失った野党民主党の苫

米地義三（当時の青森⚑区選出）は、⚗条解散は憲法に違反するとして、最
高裁判所に直接、衆議院解散の無効確認請求訴訟を提起した（第⚑次苫米地
訴訟）。最高裁は、これに対して、いわゆる警察予備隊訴訟事件判決（最大
判1952〔昭和27〕・10・⚘民集⚖巻⚙号783頁 百選186）を先例として参照
しつつ、「わが現行法制の下にあっては、ただ純然たる司法裁判所だけが設
置せられているのであって、いわゆる違憲審査権なるものも、下級審たると
上級審たるとを問わず、司法裁判所が当事者間に存する具体的な法律上の争
訟について審判をなすため必要な範囲において行使せられるに過ぎない。す
なわち憲法81条は単に違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲
法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものと解すべきではない」
と述べて、訴えを却下した（最大判1953〔昭和28〕・⚔・15民集⚗巻⚔号305
頁）。ただし、真野毅裁判官は、⚗条解散を違憲とする補足意見を執筆して
いる。
苫米地議員は、別に議員資格の確認と議員歳費の支払いを求める訴え（第
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第⚕講 内 閣

◆学習のポイント◆
⚑ 「行政権」（65条）については、すべての国家作用から立法権と司法
権とを除いた権限と定義する控除説が有力であったが、内閣のすべて
の権限を「行政権」に読み込む必要はなく「法律の執行」と解するべ
きである。

⚒ 行政権が「内閣に属する」（65条）との定めは、内閣を通じた諸施
策の実施に対する国会の責任追及をねらいとするものであり、内閣か
らの独立性をもたせることに十分な理由があり、その権限行使に対す
る国会の責任追及が可能であれば独立行政委員会の設置も許容され
る。

⚓ 内閣が、行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う（66条⚓
項）とは、内閣が一体となって国会の信任を得るよう求めるものであ
り、そのためにも慣例上、閣議決定は全員一致で行われる。

⚔ 内閣総理大臣は、内閣の首長の地位にあり（66条⚑項）、内閣を代
表して行政各部を指揮監督する権限（72条）を有するから、閣議決定
がない場合でも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対す
る指導、助言等の指示を与える権限も有する。

総 説

内閣の長である内閣総理大臣は、その名をとって「○○政権」と呼ばれる
ように、現実の政治を動かす中心的役割を担っている。こうした現実を背景
に、内閣が担う「行政権」についても、それまで通説的な地位にあった控除
説に代わって、国政全体に関して積極的に統合・調整を行う「執政」として
とらえるべきではないかとの問題提起もなされ、改めて「行政権」の意味が
活発に議論されている（Ⅰ）。

内閣が国家運営にとって重要な地位を占めるがゆえに、内閣の安定性と指
導性をいかに確保するかが憲法の課題となる。大日本帝国憲法下における内
閣制度が不安定であり、軍部が政権運営に干渉する事態を招いた一因は、内
閣が憲法上の根拠をもたず、内閣総理大臣も憲法上は国務大臣の⚑人にすぎ
ず、閣内でリーダーシップをとるために必要な国務大臣の任免権も有してい
ないところにあった。日本国憲法は、大日本帝国憲法の教訓を踏まえて、内
閣を憲法上明確に位置づけ、その権限、その成立手続、内閣総理大臣と国務
大臣の資格・要件等を定める（Ⅱ）。そして、日本国憲法における内閣総理
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大臣は、国務大臣の任命・罷免権をもち（68条）、内閣の首長として（66条
⚑項）、文字どおり国政のリーダーシップをとる立場にある。しかし、他方
で、内閣総理大臣は大統領と異なり、内閣という合議制機関を通じて行政権
を担う。この調整のあり方が具体的に問われるのは、内閣総理大臣が内閣を
代表して行政各部を指揮監督する（72条）という規定の解釈である（Ⅲ）。

Ⅰ 内閣の権限

⚑ 行政権の概念

第65条 行政権は、内閣に属する。

【設問⚑】憲法65条にいう「行政権」の意味について説明せよ。

憲法65条は、国会に関する41条、裁判所に関する76条⚑項と並んで、内閣
の権限を明らかにし、その基本的な性格を明らかにする規定である。そこに
おける「行政権」の意義については、様々な定義が試みられてきた。
⑴ 控除説
これまで有力であったのが、行政権を、すべての統治作用から立法権と司

法権とを除いた権限と消極的に定義する控除説である。控除説は、行政機関
の活動（行政作用）が多様な内容をもち、それらすべてを的確に定義する試
みが成功しないこと、また、君主の統治権から議会の立法権が分離し、後に
裁判所の司法権が分離したという歴史的経緯に合致することから広く支持さ
れてきた。

＊ 立法・行政・司法は国家の人民支配作用との理解
そもそも国家の作用すべてを立法、行政、司法に⚓分できること自体、
自明ではない。小嶋和司は、国家作用を対国民との関係での国家権力（「人
民支配作用」）と国家機関相互間の作用とを区別し、三権分立は、前者の国
民支配作用を立法、行政、司法に分けるものと位置づける（小嶋和司『憲
法概説』〔信山社、2004年〕436頁以下）。
＊＊ 法の執行－司法権＝行政権との理解
行政権を法律の執行から司法権を除いたものと定義する控除説もある。

この見解は、行政と司法をともに法律を個別具体的に執行する作用と定義
しつつ、司法については具体的な法律上の争訟に法を解釈適用しこれを終
局的に解決することなどと明確に定義することができるが、行政権の定義
は容易でないことを理由とする（清宮四郎『憲法Ⅰ〔第⚓版〕』〔有斐閣、
1979年〕300頁）。

しかし、控除説に対しては、今日、厳しい批判がある。まず、憲法65条の
「行政権」を控除説に従って定義すると、同条が内閣に特定の権限を授権し
制限を加えるという憲法の機能をほとんど果たさなくなる。また、憲法65条
自身、憲法41条（国会を「唯一の立法機関」とする）や憲法76条⚑項（「す
べて司法権は……裁判所に属する」と規定する）のように、すべての行政権
を内閣が独占することを明示しておらず、会計検査院を内閣からも独立した
機関として置き、「国の収入支出の決算」（90条）を担わせていることからみ
ても、憲法は、すべての行政作用を内閣に帰属させるという建前をとってい
ない。とすれば、あらゆる行政作用を内閣に属する「行政権」という言葉で
説明しなければならない必然性もない。

＊ 行政権の積極的定義の試み
過去には、控除説に満足することなく、行政権に積極的な定義を与える
試みもあった。その代表としてしばしば参照されるのが、「法の下に法の規
制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざして行われる全体と
して統一性をもった継続的な形成的活動」という、田中二郎による定義で
ある（田中二郎『行政法総論』〔有斐閣、1957年〕22頁）。しかし、この定
義は、「形成的活動」というそれ自体、定義の必要な不明確な用語を用いて
いるばかりでなく、現実の行政作用全体を説明するという目的を達成して
いるのかも疑問とされている。

⑵ 執政権説
現実の内閣の活動は、政策を立案・執行する、国政の指導的な役割を担っ

ている。憲法上も、内閣は、「国務を総理すること」（73条⚑号）、「外交関
係」の「処理」（同条⚒号）、「予算」の「作成」（同条⚕号）など、「行政」
という言葉に収まりきらない、国政を能動的に運営する権能を付与されてい
る。ここから内閣の有する権限について、国政を能動的に指導していく権
能、すなわち「執政権」としてとらえるべきとの見解も唱えられている。憲
法66条⚓項は、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任
を負ふ」と定めるが、そこでの「行政権の行使」は、国会において政治的責
任追及を受けるべき重大な政治判断に関わる作用と考えられること、また、
憲法65条の「行政権」の英訳は、executive power であり（66条⚓項の「行
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イ 違憲とされた条約の効力

【設問16】憲法に適合しない条約の効力 （司法試験1971〔昭和46〕年度第⚒問)

この設問の解答の前提として、国際法と国内法の関係（→⑴）、憲法と条
約の効力関係（→⑵）、条約に対する違憲審査の可能性（→⑶）について簡
潔に論じておく必要がある。
条約が憲法に効力で劣る地位にあり、裁判所の違憲審査に服するとすれ

ば、憲法に違反する条約は、憲法98条⚑項に従い、その国内法的効力につい
ては無効となるはずである。もっとも、条約は国家間の約束であり他国が関
与する法形式であるため、日本国憲法に反するという事実だけから直ちに国
際法的効力についても無効とすることはできない。
憲法違反とされた条約の国際法的効力については、条約締結権を有する内

閣は外交交渉を行い、条約改定に努めるよう義務づけられる。

【設問17】条約を違憲とした判決の効力と法律を違憲とした判決の効力について、
異同を明らかにしながら、論ぜよ。 （司法試験1989〔平成元〕年度第⚒問)

この設問の解答にあたっても、条約と憲法の効力関係（→⑵）と条約の違
憲審査の可否（→⑶）について、前提的に論じておく必要があるだろう。
法律を違憲とする判決は、原則として、当該事件に関して、その法律の効

力を失わせる。当該事件を越えて、違憲判決の効力が及ぶかどうかについて
は、個別的効力にとどまるか、法律を一般的に無効とする効力をもつかをめ
ぐって議論があるが、通説である個別的効力説によれば、違憲とされた法律
の改廃は国会が行う必要がある（→第⚘講Ⅴ⚑⑴）。
条約もそれが国内法的効力を有する限りにおいては、法律と同様、違憲審

査に服し、そこで憲法違反と判示されれば、当該事件に関して、その効力が
失われる。もっとも、条約は国家間での取決めであるから、国際法的効力
は、違憲判決によって直ちには失われない。条約が違憲とされた場合、内閣
は、違憲とされた条約の改定を求めて、相手国と交渉するよう義務づけられ
る。
⑷ 条約の違憲審査に関する応用問題

【設問18】内閣は、日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放
を推し進め、何よりもＸ国との間での貿易摩擦を解消することを目的として、

Ｘ国との間で農産物の貿易自由化に関する条約（以下「本条約」という。）を
締結した。国会では、本条約の承認をめぐって議論が紛糾したために、事前の
承認は得られなかった。国会は、これを事後に承認した。
内閣が本条約上の義務を履行する措置を講じた結果、Ｘ国からの農産物輸入

量が飛躍的に増加し、日本の食料自給率は20％を下回るまでになることが予想
される状況となった。ちなみに、Ｘ国の食料自給率は100％を超えており、世
界的に見ても60から70％が平均的な数字で、先進国で20％を切る国はない。
農業を営むＡは、Ｘ国から輸入が増大したものと同じ種類の農産物を生産し

ていたが、Ｘ国と日本とでは農地の規模が異なるため大量生産ができず、価格
競争力において劣るため、農業を継続することが困難な状況にある。Ａは、本
条約は、農業を営む者の生存権や職業選択の自由を侵害するのみならず、国民
生活の安定にとって不可欠な食料自給体制を崩壊させる違憲な条約であるとし
て訴訟を提起した。これに対して、被告となった国から本条約は違憲審査の対
象とならない旨の主張がなされ、この点が争点となった。
本条約が違憲審査の対象となるか否か、及び本条約について憲法判断を行う

べきか否かに関して、Ａの主張及び想定される国の主張を簡潔に指摘し、その
上でこれらの点に関するあなた自身の見解を述べなさい。

（予備試験2015〔平成27〕年度設問⚒)

本問は、条約が違憲審査の対象となるか（ア）、本条約が統治行為論等に
よって憲法判断を行うべきでない場合に当たるか（イ）を論じさせる問題で
ある。
ア 条約は違憲審査の対象となるか
本問条約についての違憲訴訟を提起したＡの立場としては、㋐条約（国際

法）と憲法との関係について、一元論的に理解したうえで（→⚓⑴）、㋑憲
法と条例との抵触関係において、憲法が優越することを説明し（→⚓⑵ア）、
㋒憲法81条の違憲審査の対象として条約が列挙されていないものの、条約が
国内法的効力をもつ以上、違憲審査の対象となることを論ずる必要がある
（→⚓⑶ア）。これに対し、国側としては、条約は法律と異なり、相手国との
合意に基づく取決めであり、憲法が条約に効力関係において優越するとして
も単純に違憲審査の対象とすることはできないこと、また、仮に違憲審査の
対象となったとしても、本問条約は国会の事後承認によって有効に成立して
おり、条約の内容が違憲と判断されたとしても、国際法的効力までも失わせ
ることはできないことを指摘する必要がある（→⚓⑶イ）。
イ 統治行為に該当するか
解答にあたっては、日米安保条約について、「一見極めて明白に違憲無効
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Ⅰ 議会制と近代立憲主義

⚑ 議会制の発達と近代立憲主義

議会制の起源は、中世ヨーロッパの等族会議にあるとされる。等族会議
は、貴族、聖職者など各身分の代表者がそれぞれの利害を反映すべく集合
し、国王に意見具申をするという諮問機関として機能した。その後、議会と
王権とのせめぎ合いのなかで、課税など国民に新たな負担を負わせる場合に
は国民の意思を代表する議会の同意を得るべきとの慣行が形成され、憲法に
おいてその原則が確認されるようになった。この原則はやがて租税法律主
義、そして議会の立法権限に結晶化していく（→第⚖講）。このように議会
権限の確立と近代立憲主義とは深く結びついている。
近代市民革命を通じ国民が国家の主権者となると、国民代表機関としての

議会は、統治機構のなかで中心的な地位を占めるようになる。他方で、近代
市民革命が不徹底に終わった国々では、君主制が維持されるとともに、議会
の役割も限定されたものにとどまった。こうした立憲君主制国家では、議会
による立法権限・財政統制権限の独占が徹底できず、君主＝行政の権限と議
会の権限の綱引きが重大な憲法問題となった。

⚒ 大日本帝国憲法における議会制

立憲君主制をとる大日本帝国憲法における帝国議会の立法権限も限定され
たものであった。立法に関する帝国議会の権限は、あくまでも天皇に対して
「協賛」（「協力する」の意）するにとどまり（⚕条）、天皇は法律の成立を認
めるかどうかの裁可権、法律の公布・施行を命ずる権限（⚖条）を有し、帝
国議会が閉会中であれば「公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急
ノ必要ニ由リ」法律に代わる緊急勅令を発すること（⚘条⚑項）や、「公共
ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」（独立命令）
も発することもできた（⚙条）。天皇の独立命令等による帝国議会の立法権
限への侵蝕への防波堤として編み出されたのが、権利を制限し義務を課す規
範は法律の形式によらなければならないとする「法規」概念であった（→Ⅲ
⚑⑵ア）。
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）
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）
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の
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）

特
別
会
の
召
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条
1
項
）

解
散
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7
条
3
号
・
69
条
）

内
閣
不
信
任
決
議（
69
条
）

臨
時
会
の
召
集
要
求（
53
条
）

大
臣
の
出
席
権
・
出
席
要
求（
63
条
）

資格争訟裁判（55条）
自律権・規則制定権（58条）
国政調査権（62条）
公開原則・秘密会等（57条）

資格争訟裁判（55条）
自律権・規則制定権（58条）
国政調査権（62条）
公開原則・秘密会等（57条）

資格争訟裁判（55条）
自律権・規則制定権（58条）
国政調査権（62条）
公開原則・秘密会等（57条）

予算先議権（60条 1項）

法律案再決権（59条 2項）

予算・条約・内閣総理大臣
指名議決の優越
（60条 2項・61条・67条 2項）

予算先議権（60条 1項）

法律案再決権（59条 2項）

予算・条約・内閣総理大臣
指名議決の優越
（60条 2項・61条・67条 2項）

予算先議権（60条 1項）

法律案再決権（59条 2項）

予算・条約・内閣総理大臣
指名議決の優越
（60条 2項・61条・67条 2項）

資格争訟裁判（55条）
自律権・規則制定権（58条）
国政調査権（62条）
公開原則・秘密会等（57条）

資格争訟裁判（55条）
自律権・規則制定権（58条）
国政調査権（62条）
公開原則・秘密会等（57条）

資格争訟裁判（55条）
自律権・規則制定権（58条）
国政調査権（62条）
公開原則・秘密会等（57条）

任期　 4 年

ただし解散あり（45条）

歳費請求権（49条）
不逮捕特権（50条）
免責特権（51条）

任期　 4 年

ただし解散あり（45条）

歳費請求権（49条）
不逮捕特権（50条）
免責特権（51条）

任期　 4 年

ただし解散あり（45条）

歳費請求権（49条）
不逮捕特権（50条）
免責特権（51条）

任期　 6 年

3年ごとに半数改選（46条）

歳費請求権（49条）
不逮捕特権（50条）
免責特権（51条）

任期　 6 年

3年ごとに半数改選（46条）

歳費請求権（49条）
不逮捕特権（50条）
免責特権（51条）

任期　 6 年

3年ごとに半数改選（46条）

歳費請求権（49条）
不逮捕特権（50条）
免責特権（51条）
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であれば、内閣外の機関が行政権を行使することも許容していると解される
（→第⚕講Ⅰ⚒⑵）。
教育等公益事業に対する助成金交付の決定には政治的中立性が求められ、

内閣の指揮命令を受けない十分な理由がある。また、委員会の委員は、両議
院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するとされており、国会による一定の
コントロールが及んでいる。したがって、本問の委員会は憲法65条に反しな
い。

●●● 一問一答 ●●●

⚑．「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実
上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、す
べて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定する財政
法第⚓条について、その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める見解に対
しては、財政法第⚓条は、具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって
定めることまで要求していないのであるから、憲法第83条と矛盾することに
なるとの批判が妥当する。（H29－19－ア）

⚒．租税法律主義は、社会全体に対する財やサービスを提供するための資金
を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるから、個人
への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については適用が
なく、また、その趣旨も及ばない。（H26－18－ウ）

⚓．（最高裁判所の）判例は、憲法第84条の趣旨に照らせば、市町村が行う
国民健康保険の保険料についても、条例において賦課要件をどの程度明確に
定めておく必要があるかは、専ら国民健康保険が強制加入とされ、保険料が
強制徴収される点を考慮して決定されるべきであるとした。（H19－18－ウ）

⚔．租税は、国民に対して直接負担を求めるものであるから、課税をするに
当たっては、必ず国民の同意を得なければならない。したがって、租税を創
設し、改廃する場合だけでなく、課税要件と賦課及び徴収の手続について
も、全て法律に基づいて定められる必要がある。（H23－19－ア）

⚕．国会が予算に対してどこまで修正をなし得るかについて、予算法規範説

は修正に制限は存しないとする。それに対し、予算法律説は、予算の同一性
を損なうような大修正はできないとする。（H22－19－イ）

⚖．予算は成立したのに、その支出を命ずる法律が制定されていない場合に
ついて、予算法規範説は、内閣が支出を実行できるとする。それに対して、
予算法律説は、内閣が法律案を提出して国会の議決を求めるしかないとす
る。（H22－19－ウ）

⚗．予算が新年度の開始前に成立しない場合には、内閣は、⚑会計年度のう
ちの一定期間に係る暫定予算を編成し、国会の議決を経ることなく執行する
ことができる。（予備H25－11－イ）

⚘．国の収入支出の決算は、次の年度に国会に提出され、審査がなされる
が、既になされた支出が適正であったかどうかの事後審査であるから、国会
が修正を加えることはできず、また、不承認の議決がなされても、既になさ
れた収入支出に何ら影響を及ぼさない。（H20－18－ウ）

⚙．「現行法の私立学校に対する助成については、監督官庁の権限が報告を
徴したり、勧告を行ったりすることに限られているので、違憲の疑いがあ
る。」との記述は、「公の支配」の意義に関し、「国又は地方公共団体が当該
事業の予算を定め、その執行を監督し、さらにその人事に関与するなど、そ
の事業の根本的方向性に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有する」こ
とを要すると解する見解と同じ立場からの記述である。（H27－19－イ改題）

10．「憲法第89条後段の立法趣旨は、私的事業の自主性を確保するために公
権力による干渉の危険を除こうとすることにある。」との記述は、「公の支
配」の意義に関し、「国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め、その執
行を監督し、さらにその人事に関与するなど、その事業の根本的方向性に重
大な影響を及ぼすことのできる権力を有する」ことを要すると解する見解と
同じ立場からの記述である。（H27－19－ウ改題）
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●●●「一問一答」解答・解説 ●●●

第⚑講 憲法総論

⚑．○ ⇒ Ⅰ⚑⑴

⚒．○ ⇒ Ⅰ⚒⑵

⚓．× マグナカルタは、王権が家臣団との盟約に拘束されたことを明ら
かにしたものである。国家権力を制限することで国民の権利・自由を保
障するという近代立憲主義は、17世紀末のイギリス名誉革命や18世紀末
のアメリカ独立革命、フランス革命を通じて確立した。また、近代立憲
主義憲法は成文・不文を問わない。 ⇒ Ⅰ⚒⑴⑵・Ⅱ⚑⑴

⚔．○ ⇒ Ⅱ⚑⑶

⚕．○ ⇒ Ⅲ⚑⑴

⚖．× 「法の支配」や現代立憲主義に基づき違憲審査制を採用する国も
あるが、憲法が最高法規であるからといって必ずしも違憲審査制を伴う
ものではない。 ⇒ Ⅱ⚑⑶・Ⅲ⚑⑵・第⚘講Ⅰ⚑

⚗．× 前文は、憲法の憲法典の一部であるから、改正するためには憲法
改正と同じ手続が必要である。また、前文は法規範性を有するから、こ
れに抵触する法規範は理論上排除される。 ⇒ Ⅲ⚓⑶

⚘．× 最高裁は、前文の裁判規範性について判断していない。 ⇒ Ⅲ
⚓⑶、第11講Ⅰ⚓⑵ウ＊

第⚒講 国民主権と国民代表制

⚑．× 対外的な国家の独立性を意味する。 ⇒ Ⅰ⚑⑴

⚒．○ 国民主権を国家権力の正統性の契機として捉える見解であり国家
権力の行使が国民の意見に基づいて行使されることまでは求めない。
⇒ Ⅰ⚑⑵⑶

⚓．○ ⇒ Ⅰ⚑⑴

⚔．○ ⇒ Ⅰ⚑⑴

⚕．○ ⇒ Ⅰ⚒⑵ア

⚖．○ ⇒ Ⅱ⚒⑵

⚗．× 最高裁によれば、選出された議員は「全国民の代表」であり、設
問のような目的には「殊更にある地域（都道府県）の選挙人と他の地域
（都道府県）の選挙人との間に投票価値の不平等を生じさせるだけの合
理性があるとはいい難い」とされている（最大判2011〔平成23〕・⚓・
23民集65巻⚒号755頁 百選151）。 ⇒ Ⅱ⚒⑵＊（基本憲法Ⅰ第13講Ⅲ
⚒⑷イも参照）

⚘．× いわゆる中選挙区制は、講学上の大選挙区単記投票制であるか
ら、少数代表制に当たる。そのため、⚑つの政党が議会の過半数を占め
る可能性が高くなるとは必ずしも言えない。 ⇒ Ⅲ⚒・⚔⑴

⚙．○ ⇒ Ⅳ⚕⑵ア＊

第⚓講 国会の地位と権能

⚑．× 国会中心立法の原則における「立法」とは、実質的意味の立法を
意味する。 ⇒ Ⅲ⚑⑴
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